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令和６年度「登山計画作成のためのガイドライン」の改訂 新旧対照表 

 

 改訂項目 改訂後 現行 

１ 【第１章】 

４ 冬山登山、雪上活動訓

練、冬季における登山 

(3) 冬季における登山 

 

(3) 冬季における登山 

冬山登山及び雪上活動訓練については上記のとおりであ

るが、標高が低く、積雪期の状態にない山における登山はこ

れまでどおり冬の間であっても実施を認めることとする。 

  なお、冬季であっても積雪期の状態になく登山の実施を

認める山及びルートについては、第７章 資料 別紙「積雪期

の状態になく登山を認めるルートについて」で示した山及

びルートについて、登山計画審査会の審査を経て山行を認

める。 

ただし、これらの冬季において登山を認める山及びルー

トであっても、降雪があった場合は登山を中止すること。 

(3) 冬季における登山 

冬山登山及び雪上活動訓練については上記のとおりであ

るが、標高が低く、積雪期の状態にない山における登山はこ

れまでどおり冬の間であっても実施を認めることとする。 

  なお、冬季であっても積雪期の状態になく登山の実施を

認める山及びルートについては、別途、教育委員会が登山計

画審査会と協議の上、指定する             

                            

   。 

ただし、これらの冬季において登山を認める山及びルー

トであっても、降雪があった場合は登山を中止すること。 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第２章】 

１ 引率者の意義と役目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 引率者の意義と役目 

  登山の目的を達成することはもとより、自然の中で行う

スポーツであるが故のあらゆるリスクから参加生徒等の身

体・生命の安全を守る必要があることから、部活動登山や

学校行事における集団登山は、学校及び引率者の責任にお

いて行われる必要がある。 

また、全ての登山の計画立案、実施、反省等の各段階に

おいて、引率者は参加生徒等に対し指導を行うものとする

ほか、年間計画を立て、校長の了解や保護者の理解を得な

がら、学校教育の一環として登山を実施し、参加生徒等の

力量を計画的、段階的、組織的に高めていくものとする。  

 

 

 

 

１ 引率者の意義と役目 

  登山の目的を達成することはもとより、自然の中で行う

スポーツであるが故のあらゆるリスクから参加生徒等の身

体・生命の安全を守る必要があることから、部活動登山や

学校行事における集団登山は、学校及び教員 の責任にお

いて行われる必要がある。 

また、全ての登山の計画立案、実施、反省等の各段階に

おいて、引率者は参加生徒等に対し指導を行うものとする

ほか、年間計画を立て、校長の了解や保護者の理解を得な

がら、学校教育の一環として登山を実施し、参加生徒等の

力量を計画的、段階的、組織的に高めていくものとする。  

 

 

 

 

資料４-２ 
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 改訂項目 改訂後 現行 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第２章】 

２ 引率者の要件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第３章】 

３ 登山の組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 引率者の要件 

    登山の実施については、部活動であれ、学校行事であれ、

学校の管理下において実施するものであることから、当該

学校の教員又は部活動指導員が引率者となり、出発から帰

校するまで責任を負うものである。 

  また、登山は、急激な天候の変化に代表されるような、日

常生活とは異なる環境下で、適確に対応していくことが求

められる                       

       。そのため、本県高校生等の登山活動中の安全

を確保するため、全ての山行において、登山特有の知識や経

験を有している登山アドバイザー（部活動指導員）の帯同 

                            

                            

 を必須とする。 

  なお、引率者となる教員は、県が指定した研修等に参加す

るなど、登山の知識や技術を習得するための研鑽を積むこ

と                          

              。 

 

３ 登山の組織体制 

登山においては、参加する者をとりまとめ、適確な状況

判断と指示を行うリーダーの存在が必要であり、学校教育

活動における登山の真のリーダーは引率者となる教員又は

部活動指導員（引率責任者）である。 

また、引率責任者を含む引率者は、山行中は予め明確に

定めた役割分担を踏まえ協力し合いながら業務に当たると

ともに、日頃の指導等を通じて生徒等とのコミュニケーシ

ョンを図ることにより、山行中、参加生徒等に対し的確に

指示が伝わる信頼関係を構築しておく必要がある。 

２ 引率者の要件 

    登山の実施については、部活動であれ、学校行事であれ、

学校の管理下において実施するものであることから、当該

学校の教員        が引率者となり、出発から帰

校するまで責任を負うものである。 

  また、登山は、急激な天候の変化に代表されるような、日

常生活とは異なる環境下で、適確に対応していくことが求

められるため、引率者は登山特有の知識や経験を有してい

る必要がある。そのため、本県高校生等の登山活動中の安全

を確保するため、引率者には、少なくとも一人は、登山指導

の経験が満５年以上あり、かつ、公益財団法人日本スポーツ

協会認定の指導員資格を有するか、または、国立登山研修所

等で実施される県が指定した研修等に参加した者を置くこ

とを必須とする。 

    上記に該当する者がいない場合は、要件を満たす引率者

が引率する他校の登山と合同により実施するか、下記４の

登山アドバイザーを帯同させることで、要件を満たす者を

引率者として置いたものとみなす。 

 

３ 登山の組織体制 

登山においては、参加する者をとりまとめ、適確な状況

判断と指示を行うリーダーの存在が必要であり、学校教育

活動における登山の真のリーダーは引率者となる教員  

      （引率責任者）である。 

また、引率責任者を含む引率者は、山行中は予め明確に

定めた役割分担を踏まえ協力し合いながら業務に当たると

ともに、日頃の指導等を通じて生徒等とのコミュニケーシ

ョンを図ることにより、山行中、参加生徒等に対し的確に

指示が伝わる信頼関係を構築しておく必要がある。 
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 改訂項目 改訂後 現行 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第３章】 

６ 安全対策 

(2) 事故防止対策 

 

 

 

 

 

【第４章】 

２ 作成作業の留意点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第４章】 

３ 計画書の作成 

(6) 引率者 

６ 安全対策 

(2) 事故防止対策 

  ・・・・・・・・・・・・また、各種媒体の活用や手段を

講じることで最新の情報を収集しておく必要がある。なお、

下見の実施が困難な               場合

には、引率者のうち１名は計画登山ルートの登山経験を有

することを必須とする。 

 

２ 作成作業の留意点 

 ・・・・・・・・・・・・を立案することが大切である。 

  そのため、本県県立学校が登山を計画する場合には、引率

教員又は部活動指導員と参加生徒等がともに登山計画書を

作成し、登山の目的の設定はもとより、行程や危険箇所の把

握、事故防止対策の検討等についても危機管理の習得の一

環として共同で作業に携わるものとする。 

なお、学校行事における集団登山について、参加者が多数

である等の理由により、引率教員と参加生徒等が共同で作

業に携わることが困難である場合には、参加者全員に対し、

山行の目的のほか、登山の行程や危険箇所、非常時の対応策

等について事前に十分な指導を行うものとする。 

 

３ 計画書の作成 

(6)引率者 

・引率者（  ※具体的な要件等については、第２章を参

照）について、氏名、職名、指導経験年数、指導員資格の

有無、登山関係講習会の有無（有の場合、具体的講習

名）、過去の登山歴（今回登山を行うルートの登山実績が

ある場合はその登山年月）、住所、本人連絡先、家族の連

絡先を記載すること。 

６ 安全対策 

(2) 事故防止対策 

  ・・・・・・・・・・・・また、各種媒体の活用や手段を

講じることで最新の情報を収集しておく必要がある。なお、

下見の実施が困難かつ登山アドバイザーが帯同しない場合

には、引率者のうち１名は計画登山ルートの登山経験を有

することを必須とする。 

 

２ 作成作業の留意点 

 ・・・・・・・・・・・・を立案することが大切である。 

  そのため、本県県立学校が登山を計画する場合には、引率

教員        と参加生徒等がともに登山計画書を

作成し、登山の目的の設定はもとより、行程や危険箇所の把

握、事故防止対策の検討等についても危機管理の習得の一

環として共同で作業に携わるものとする。 

なお、学校行事における集団登山について、参加者が多数

である等の理由により、引率教員と参加生徒等が共同で作

業に携わることが困難である場合には、参加者全員に対し、

山行の目的のほか、登山の行程や危険箇所、非常時の対応策

等について事前に十分な指導を行うものとする。 

 

３ 計画書の作成 

(6)引率者 

・引率者（教員※具体的な要件等については、第２章を参

照）について、氏名、職名、指導経験年数、指導員資格の

有無、登山関係講習会の有無（有の場合、具体的講習

名）、過去の登山歴（今回登山を行うルートの登山実績が

ある場合はその登山年月）、住所、本人連絡先、家族の連

絡先を記載すること。 
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 改訂項目 改訂後 現行 

３ 【第３章】 

４ 山行地の選定 

４ 山行地の選定 

  また、第１章４において、冬山登山や雪上活動訓練を禁止

しているところだが、第７章 資料 別紙「夏山における残雪

及び雪渓を含むルートについて」に定める       

        ルートの山行を認める。 

なお、残雪または雪渓の状態は年によって異なることか

ら、山行の可否については、その都度登山計画審査会にお 

ける審査を経て決する。 

４ 山行地の選定 

  また、第１章４において、冬山登山や雪上活動訓練を禁止

しているところだが、夏山における残雪及び雪渓について

は、傾斜が緩やかで転滑落等の恐れがない場合には、当該残

雪及び雪渓を含むルートの山行を認める。 

なお、残雪または雪渓の状態は年によって異なることか

ら、山行の可否については、その都度登山計画審査会にお 

ける審査を経て決する。 

 

※ 【第７章】資料 については、ガイドライン改定の経緯として以下の文言を追記するほか、登山計画審査会委員名簿の更新等を行う（各種通知等については 

随時最新のものに置き換える）。 

【令和５年度】 

 山岳関係団体や全国及び栃木県高等学校体育連盟登山専門部等で構成する登山計画審査会において「登山計画作成のためのガイドライン（第三次改訂版）

（令和２(2020)年３月31日 施行）」の策定のための検討等を行った。 

 

【令和６年度】 

ガイドライン上、表現が曖昧であった「夏山における残雪及び雪渓を含むルートについて」及び「積雪期の状態になく登山を認めるルートについて」を新た

に記載すること令和５年度より運用している登山部における部活動指導員の取扱について追記するため、第５回高校生の登山のあり方等に関する検討委員会

（令和６年11月22日開催）において「登山計画作成のためのガイドライン（第三次改訂版）（令和７(2025)年３月31日 施行）」の策定のための検討等を行っ

た。 

 


